
開催日時

場所 上市町役場２階　第１会議室

出席委員

１番 冨樫　隆 ２番 大江　登美江 ３番 村上　正毅 ４番 林　忠治

５番 碓井　繁 ６番 中川　治 ７番 山本　裕子 ８番 青木　幸男

９番 稲葉　悟 10番 岩城　正治 12番 酒井　喜之

出席推進委員 ６名

事務局 出席者

事務局長　碓井　秀樹

事務局長代理　米山　洋　

議事録署名委員 ８番 青木　幸男 ９番 稲葉　悟

議事日程 １. 開会

２. 会長の挨拶

３. 議事録署名委員の指名　

４. 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について

議案第２号 農地法第４・５条の規定による許可申請の意見審議について

議案第３号

報告第１号

５. その他

次回委員会の開催予定について

第31回総会

日時　令和８年２月５日（木）午後２時から

場所　上市町役場２階　第１会議室

６. 閉会

開会

事務局長

会長

事務局長

会長

事務局

会長

第30回　上市町農業委員会総会議事録

令和８年１月６日（火）　午後２時

11名

農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議について

農地法第１８条第６項の規定による届出について

それでは、第30回上市町農業委員会総会を開催いたします。宜しくお願いいたします。

只今の出席委員は、12名中11名であり、定足数に達しておりますので、総会が成立することをご報告いたし
ます。また、推進委員は６名中６名出席していただいております。

それでは、開会にあたりまして、林会長よりご挨拶をお願いいたします。

会長あいさつ

ありがとうございました。
それでは議事の方に移りたいと思います。総会の議事は会長が行うことになっておりますので、宜しくお願
いいたします。

議事に入る前に恒例のですね、議事録署名委員の指名をさせていただきます。８番　青木委員さん、９番　
稲葉委員さんお願いいたします。なお本日の会議書記には、事務局職員の米山さんにお願いしたいというふ
うに思っとります。どうかよろしくお願いいたします。

それでは議案に入ります。「議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について」事務局
より議案の説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から報告をお願いしたいいうふうに思います。１番　●
●委員、●●委員、●●推進委員　よろしくお願いいたします。
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これあの●月に●●●●が出たやつなんで。特に問題はないと思われます。●●さんも●●の方から刈っと
られるね。今こう地図見られたらわかるんですけど、●●さんの所有になられたのでたぶん牧草地されると
思います。これあの水力性も考えてその方がいいような、水の便もいいとこなんでその方がいいような気も
いたします。地域でどうのこうのってことほとんど無いので、ここらたへんの土地も上から全部そういうな
土地になりましたんで。特に問題はないと思います。以上です。

はい、●●委員さん何かありますか。

特に問題ないと思います。

●●推進委員さん。

問題はないかと思います。

それではありがとうございました。これより質疑に入ります。質疑のある方は発言をお願いいたします。

これ●●●●●でしょう。

●●●●●だから問題なく進んだようです。

ありがとうございました。その他何か質問ありませんか。

採決してもよろしいですか。

それでは議案第１号について、原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第１号についてでは原案のとおり許可することといたします。

次に、「議案第２号　農地法第４・５条の規定による許可申請の意見審議について」事務局より説明をお願
いいたします。

（議案書をもとに説明）

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からの報告をお願いいたします。１番　●●委員、●●
推進委員よろしくお願いいたします。

私の方から説明いたします。この見取り図ですが●●からですね●●●、●●●●●●を●●●に向かって
約●●●●●ほど行ったら●●●●●の●●●付近であります。●●●●●●●●●●●は●●●の●●で
●が●から●の方へ●●●おります。申請地はですね●●●の●●と●●●●と●●●●●●●●●●●●
に挟まれた細長い所です。●が●●●●、●●は●●●●ほどでしょうかね細長い狭い土地であります。転
用の目的は●●●●●っていう事になっとります。譲受人の●●●●さんは、●●●●皆さんご存じかと思
いますが●●●●●●●の●●でありまして、●●の●●の●●●●●●●が狭くなって使い勝手が悪く
なってきたことからですね、申請地を譲り受けて●●●●●及び●●●として利用したいということであり
ます。土地の状況はですね、●●ありますが●●はひとつ●●があります。●●●●●●●●して●●●●
●になっております。●●●●の●●も●●●●程●●●おります。地目は●ということになっていまし
て、現況は農地の●●●●の状態です。●●●によりますと、●●●●●頃、今から●●●●でしょうか
ね。譲渡人の●●がですね、●●の●●●●●として使用始めたと。●●●●の認識がないまま使用を続け
て現在に至ってしまういうことであります。これについての意見ですが、この土地を●●●●●として譲り
受けて使用する、そこらへんの申請については別に現在も●●●●●として利用されておりまして、周辺に
なんら支障が生じておることもないので許可することに問題はないかと思いますが、●●●●についての取
り扱いですね。●●●●●●●●●●●とかそういう救済措置あります。許可権者は●●さん。

はい。そうです。はい。以前は●●●●の案件は許可まで●●●●●●っていう日数がちょっとかかる●●
●●●●があったんですけど今はそれはどうも無いらしいです。はい。

●●●●についてですが、本来であれば法律の原則に則ってですね、元の●の●●に●●してから●●する
かどうなるかと思うんですが、現在●●●●●●●●がしてあって●●も●●●おるがですね。それを●●
●●●元の●にして●●受けて●●●●やってということになると経済的の負担も大きくて現実的ではない
と思われますね。●●●●●●●●●●●こういう救済措置があるということですが、条件としては無断で
使うことが法に違反すると知らなかった場合、何かそういう制度聞いたことあります。そういう事からです
ね許可権者の●●さんには●●●●●という形で救済していただくようにお願いしてもらえないかと思いま
す。私からは以上です。

●●●もついております。

はい、●●推進委員さん。

●●●●ということと●●●●●の●●の案件なんですけど、●●●●については●●●になっておりまし
て、●●●●●にするということなんで。面積は●●●て●●●●が入っているかどうか。それから上に●
●●が入ってる。●●●●●の●●●も入っている。●●●●●なので、●●●●も●●ということで。●
●●が出ておりますので問題はないと思っています。

はい、ありがとうございました。

それではこれより質疑に入ります。質疑のある方は発言を願います。

●●委員さんのお話にありました●●●●●ちゃもうないがだよね
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●●は最近聞いたことがない。ないですね。基本的に同じ４条５条で出てきてます。

●●●●●して、こちらで判断できる問題じゃないにかね。添付してとりあえず県へ出して県の判断を仰ぐ
という形で収めればいいがじゃないけ。

農業委員会としては●●だよと

そういった恰好で県へ打診すると。ここでは賛成としてよろしくお願いしたいと。みなさんそういう形でよ
ろしいでしょうか

はい（全員挙手）

ならそのように進めてもらいます。

続きまして、議案３号に移ります。「議案第３号　農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進
計画の意見審議について」事務局より説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい、ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、質疑のある
方の発言をお願いします。

その他何か質問ありませんか。

質問意見ございませんか、それでは採決いたします。

議案第３号について、「意見なし」とすることに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第３号につきましてでは「意見なし」といたします。

次に、「報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による届出について」事務局より説明をお願いいたしま
す。

（議案書をもとに説明）

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について質疑のある方の発言
を願います。

それでは以上で報告第１号を終わらせていただきます。

それでは以上をもちまして、第30回の上市町農業委員会の総会を閉会いたします。皆さんお疲れ様でした。

　この議事録は事実と相違ないことを証明する。

　　　令和８年１月６日

　　　議事録署名委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８番　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　９番　


